
意見書

平成24年 10月 ２日

総務省総合通信基盤局電気通信事業部

電気通信技術システム課番号企画室 御中

郵便番号 105-7304

住 所
（ ふ り が な ）

東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目９番１号

氏 名
（ ふ り が な ）

ソフトバンクＢＢ
びーびー

株式
かぶしき

会社
が いし ゃ

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

孫
そん

正義
ま さ よ し

郵便番号 105-7316

住 所
（ ふ り が な ）

東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目９番１号

氏 名
（ ふ り が な ）

ソフトバンクテレコム株式
かぶしき

会社
が いし ゃ

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

孫
そん

正義
ま さ よ し

郵便番号 105-7317

住 所
（ ふ り が な ）

東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目９番１号

氏 名
（ ふ り が な ）

ソフトバンクモバイル株式
かぶしき

会社
が いし ゃ

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

孫
そん

正義
ま さ よ し

「電気通信番号規則等の一部改正」に関し、別紙のとおり意見を提出します。



別紙

このたびは、「電気通信番号規則等の一部改正」に関し、意見提出の機会を設けて頂いたこと

につきまして、御礼申し上げます。

以下のとおり弊社共の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らいの程、お願い申し上

げます。

記

以上

意見募集対象 意見

(1) 電気通信番号規則の一部を改

正する省令案（新旧対照表）

携帯電話番号（080、090）の不足に対応するため、携帯電

話への 070 番号の開放は必須事項であり、そのための本

関係規定の改正に賛成いたします。

また、今後においては答申にも示されている通り、移動体

通信市場の活性化につながるよう、携帯とPHS間における

番号ポータビリティの実施、さらには携帯と PHS における

番号（090、080、070）の垣根をなくすべきと考えます。

(2) 基礎的電気通信役務の提供に

係る交付金及び負担金算定等規則

一部を改正する省令案（新旧対照

表）

同上

(3) 電気通信事業報告規則の一部

を改正する省令案（新旧対照表）

同上

(4) 電気通信事業法関係審査基準

の一部を改正する訓令案（新旧対

照表）

算出式の使用率変更（0.9 から 0.85）により、実際の使用率

に近づきますが、それでもなお乖離が大きく、実態に即した

更なる使用率の見直しを要望いたします。

また、増加係数は商戦期など時期による影響を大きく受け

る係数であるため、算出結果により指定される番号数やそ

の地域は実際の番号消費から乖離しており、継続的な見

直しや臨機応変な対応を要望いたします。


